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2024 年 9 月期決算短信の開示が期末後 50 日を超えたことに関するお知らせ 

 

 当社は、本日、2024年 9月期決算短信の開示を行いましたが、当該開示が決算期末後 50日を超えた

理由および今後の決算開示について、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．決算短信の開示が期末後 50日を超えた理由 

 当社は、2024 年 10 月 30 日付「2024 年 9 月期決算発表の延期及び過年度決算訂正に関するお知ら

せ」にてお知らせいたしましたとおり、当社の会計監査人である桜橋監査法人より、PV 計算の結果の

一部について実態との乖離が見られるとの指摘を受け、この乖離について過年度決算の訂正を行うこと

で是正することが適切であるとの判断に至りましたが、過年度決算の訂正に相応の時間を要したため、

2024年 9月期の決算短信の開示が期末後 50日を超えることとなりました。 

 

２．今後の決算開示について 

 当社は、今回の決算開示が遅延したことを厳粛に受け止め、再発防止に努めてまいります。 

 なお、2025 年 2 月 14日付「2025年 9 月期第 1四半期決算発表の日程に関するお知らせ」にてお知

らせいたしましたとおり、2025年 9月期第 1四半期決算発表につきまして、四半期末後 45日以内に開

示することができず、現時点で開示時期が未定となっております。 

 上述の状況を踏まえ、それ以降の決算開示については、期末後 45 日以内に開示できるよう適切な情

報開示に取り組んでまいります。 

 株主をはじめ投資家の皆様、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、

深くお詫び申し上げます。 

以 上 


